
 令和 7年度「高校生 Green Action 助成」 

採択決定後の手続きについて 

 

助成金交付決定後、助成金の支払請求や活動報告などについて、以下の説明に従い、

必要な手続きなどを行ってください。 

 

１． 助成対象経費について 

物品の購入は、令和 8年 2月 28日（土）までに支払いを完了してください。 

（請求書の場合も令和 8年 2月 28日（土）までの請求書が対象です） 

① 応募時「申請書・活動計画書（様式１）」に記載されたもの以外の物品等につい

ては、購入することができません。（花の種類など、軽微な変更は可） 

② 購入の際は使途を証明するために、必ずレシート（日付、内訳および金額が明確

にできるもの）の収受を行ってください。請求書の場合は購入物の内訳および

個々の金額を明記してください。 

③ レシートおよび請求書の日付は、助成採択日以降の日付～令和 8年 2月 28日ま

でとし、それ以外の期間のものは不可とします。 

 

２． 助成金の精算について 

助成決定金額を上回る費用については学校でお支払いください。 

助成金の交付は「精算払い」となります。なお、都度精算はできません。 

① 花博記念協会ホームページより精算書類（以下、２種）をダウンロードし、 

記入ください。 

・「請求書（様式２）」 

・「精算書（様式３）」 

② 助成金は以下の aもしくは bのいずれかの方法により、お支払いいたします。 
 

a. 学校の立替払いの後、当協会に請求する場合 

購入する物品等を学校により立替払いで購入し、その費用を協会側に請求す

る場合は、別紙「請求書（様式２）」「精算書（様式３）」に記入し、レシートを

「レシート添付シート」に貼り付けた上で、まとめて協会までご郵送ください。 

    （レシートのコピー不可。必ず原本を郵送ください。） 

なお、担当教諭個人での立替払いは禁止とします。また、個人口座への助成

金振込はいたしません。  
b. 購入業者から直接当協会に請求する場合 

別紙「請求書（様式２）」「精算書（様式３）」に記入し、購入業者からの請求

書を添えた上で、まとめて協会までご郵送ください。 

なお、業者からの請求書は、「助成決定金額以下」かつ、宛名を「花博記念協

会」とし、業者名と振込先情報（金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、

口座名義人（カナ）、連絡先（住所、電話番号））、購入物の内訳および個々の金

額を明記してください。（請求書のコピー不可。必ず原本を郵送ください。） 



    ※購入金額が助成決定金額を上回る場合は「貴校宛」と「花博記念協会宛（助 

成決定金額以下）」別々に請求書を発行の上、「花博記念協会宛請求書」を 

提出ください。 

     

３. 活動報告について 

① 花博記念協会ホームページより「活動報告書（様式４）」をダウンロードし、 

  内容記入の上、活動写真のデータとともにご提出ください。 

②「活動報告書（様式 4）」記載内容（学校名、活動内容等）、活動写真および学校 

  所在地等を当協会の印刷物やホームページに掲載いたします。ご了承ください。 

 

４. 各種書類提出方法および提出期限 

書類により提出方法が異なります。下記を参照の上、ご提出ください。  
① 精算書類等（以下、３種）は郵送にてご提出ください。 

・「請求書（様式２）」 

・「精算書（様式３）」 

・「レシートまたは請求書の原本」 
 

提出先：花博記念協会 企画事業部 

        〒538-0036 大阪市鶴見区緑地公園 2-136 
 

提出期限：令和 8年 3月 16日（月）まで（必着） 

※期限を過ぎるとお支払いできない場合がございますので、必ず期限内にご提

出ください。 

※精算書類は都度精算ではなく、助成金額分まとめてご提出ください。 
 

② 活動報告書類等（以下、２種）はメールにてご提出下さい。 

・「活動報告書（様式４）」 

・「活動写真のデータ（「.jpg」または「.jpeg」）」 
 

提出先：clover@expo-cosmos.or.jp 
 

提出期限：令和 8年 3月 16日（月）まで（必着） 

※ご提出頂けない場合は物品の返却や返金をしていただく場合がございます。 

※活動写真のデータは４～５枚程度お送りください。 

 

５. その他 

① 掲示等について 

活動の実施にあたっては、「公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会助成事 

業による活動」であることを表示するように努めて下さい。 

② 取り消しについて 

申請時の内容に基づいた活動の実施が必須で、実際の内容と乖離が見られる場 

合は、物品の返却や返金をしていただく場合がございます。また、やむを得な 

い事情で、活動が実施できない場合は、ご連絡ください。  

mailto:clover@expo-cosmos.or.jp


③ 書類等に係る費用について 

書類作成および精算書提出等に係るコピー代、郵送代などの費用は学校で 

ご負担ください。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

〒538-0036 大阪市鶴見区緑地公園２-１３６ 

公益財団法人 国際花と緑の博覧会記念協会 

企画事業部  田原迫、石田 

Tel：06-6915-4516 

e-mail：clover@expo-cosmos.or.jp 


